
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月は自転車の安全運転を呼びかける「自転車安全利用促進強化月間」です。これにあわせて

５月２０日午前中、福岡県内各地で警察による街頭指導が行われました。街頭指導は交通量が多

い幹線道路や通学路などおよそ６０か所で行われました。多くの警察官が街頭に立って自転車の

利用者が交通ルールやマナーを守っているか確認していました。 

警察によりますと、ことし福岡県内で発生した自転車の事故は先月末までに９７７件に上ってい

て、およそ半分が出会い頭の衝突だということです。 

警察は一般的な自転車よりも軽いスポーツタイプや加速しやすい電動機付きの自転車は、スピ

ードを出しがちになるとして、利用の際には特に注意するよう呼びかけています。 

警察では、「自転車は便利な乗り物ですが、あくまでも車両の一部です。歩行者や自動車など周

囲の状況に注意しながら、安全な速度で利用してください」と呼び掛けています。 

信号を守る、一時停止をするなど、交通ルールは歩行者・自転車・自動車など道路を利用する人

すべてが、安全に道路を通行し、交通事故を未然に防ぐためのものです。ルールを知っているだけ

でなく、それらをきちんと守ることが重要です。 

こうした現状において、“自転車安全利用五則（警察庁交通対策本部決定）”は、事故の減少に

大きく寄与するものといえます。 

自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならない為には、“自転車安全利用五則”の徹

底が基本です。 

① 自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可 

私たちのまわりでは、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。ど

ちらが正しいのでしょうか。実は、道路交通法上自転車は「車両」と位置づけられているので、歩道

と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。 

 しかし、以下の場合は歩道を通行することができます。 

〇歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。 

〇１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。 

〇道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量

が多いとき。 

② 車道は左側を通行 

自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 ま

た、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右

側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に

飛び出したりして自動車とぶつかる危険もあるので、絶対にやめましょう。道路を安全に通行する

ために、左側通行を守りましょう。 

③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行（すぐに止ま

れる速度で通行すること）しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時

停止しなければなりません。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさ

ずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危

険もあるので、歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。 

④ 安全ルールを守る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 子どもはヘルメットを着用 

６歳未満の幼児が同乗中に事故に遭った場合、約４割の幼児が頭部損傷のけがを負っています。

乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守ります。保護者は、１３歳未満の子ども

が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、必ず乗車用ヘルメットを

子どもに着用させることが大切です。 
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＜学校教育目標＞ 
豊かな心をもち、健やかでたくましく行動する生

徒の育成～みんなで考え、みんなで取り組み、みん
なでつくる尾倉中学校～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 感性豊かで、意欲的、主体的に学習する生徒 
② 健康で明るく、思いやりのある生徒 
③ 礼儀正しく、奉仕の精神に満ちた生徒 
◇ 元気のいい挨拶・礼儀・身なり・学習規律と集団
生活における規律とマナー 

尾 倉 
お ぐ ら ＜校訓＞ 

自主 
創造 
協力 

５月は自転車安全利用促進強化月間です！ 

夜間ライト点灯：夜間、
自転車で道路を走ると
きは、前照灯及び尾灯
（または反射器材）をつ
けなければなりません。 

二人乗り禁止：自転車の二

人乗りは、6歳未満の子ど

もを幼児用座席に乗せるな

どの場合を除いて、原則とし

て禁止されています。 

飲酒運転禁止：自転車
も飲酒運転は禁止され
ています。酒気を帯びて
自転車を運転してはな
りません。 

並走禁止：「並進可」の

標識があるところ以外

では、並んで走ってはい

けません。 

信号遵守：信号は必ず
守りましょう。「歩行者・
自転車専用」信号機が
ある場合は、その信号に
従いましょう。 
•  

安全確認：「止まれ」の

標識がある場所では、

必ず一時停止しましょ

う。 

生徒のみなさんへ（校長先生から） 
自転車事故については先生の体験からお話しします。先生の息子が部活動に行く途中（この日
は雨が降っていました）、坂道を下っていて、マンホールの蓋の上でタイヤが滑り、転倒、口から顎
（あご）にかけて１０数針を縫う大ケガをしました。医者から「アスファルトのようなデコボコした路
面でできた傷はきちんとくっつきませんよ」と言われ、今でもその傷は残っています。決まりを守っ
ていても、いつ事故に遭うかもしれません。自転車に乗る時は、いつも以上に周りの状況に気を付
けましょう。 

校長先生からのお願い！ 


